
■ご不在の場合でも、作業をさせていただきます。
　敷地内に立ち入ることについてご了承ください。

■ 作業には、ハガキに書かれた銚子市指定給水装置工事事業者
が伺います。

■ 作業終了後、空気の混入による白い水や濁った水が出ることがあります。
　 最初に水道を使用するときは、給湯器や浄水器を通らない蛇口をゆっくり
開けて、しばらく水を出してください。

費　用  ……… 使用者負担はありません

作業日  ……… 事前にハガキでお知らせします

時　間  ……… 20分程度

● 水道メーターは、銚子市水道局が皆さんにお貸ししているものです。

● 水道メーターは、計量法により定期的な交換が義務付けられています。

● 水道局では、検定有効期間（8年）が満了する水道メーターを交換しています。

メーターボックス 止水栓

※メーターボックスや止水栓の上に物を置かないよう、お願いします。

水道メーター交換作業のお知らせ水道メーター交換作業のお知らせ
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